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社会福祉法人志真会 役員等の報酬等支給基準 
 
１．常勤役員等の報酬 

役職名 報 酬 額 
理事長 月額  ２００，０００円 
理事 月額  １００，０００円 

 
２．非常勤役員等の報酬 

 （１）評議員 
 日額 

評議員会への出席 １０，０００円 
上記の他、法人及び.施設業務のための出勤 １０，０００円 

   
 （２）理事 

 日額 
理事会等会議への出席 １０，０００円 
上記の他、法人及び.施設業務のための出勤 １０，０００円 

 
 （３）監事 

 日額 
監事監査等への出席 １０，０００円 
上記の他、法人及び.施設業務のための出勤 １０，０００円 

  
（４）評議員選任・解任委員会委員 

 日額 
委員会等への出席 １０，０００円 
上記の他、法人及び.施設業務のための出勤 １０，０００円 

 
３．常勤役員等の報酬 

併給を行う場合 
    当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、職員給与

に加えて役員報酬を支給することが出来る。 
 

役職名 報 酬 額 
理事長 月額  ２００，０００円 
理事 月額  １００，０００円 

 


